
第 9 回「医療機関等における 個人情報保護のあ り方に関する 検討会」 

議事次第 

時 日 平成 1 6 年 1 2 月 9 日 ( 木 ) 

1 8 : 0 0 ～ 2 0 : 0 0 

場所 中央合同庁舎 5 号館 ] 7 階 

第 1 8 、 ] 9 、 2 0 会議室 

議題 

(1 ) ガイドライン 案について 

(2) 医療機関等における 個人情報の保護に 係る当面の取組等について 

(3) その他 

く 配布資料 ノ 

資料 1  「医療・介護関係事業者における 個人情報の適切な 取扱いのための 

ガイドライン」意見募集の 結果概要 

資料 2  医療・介護関係事業者における 個人情報の適切な 取扱いのための 

ガイドライン 案 ( パブリックコメント 反映 版 ) 

資料 3  医療機関等における 個人情報の保護に 係る当面の取組について ( 案 ) 

( 医療機関等における 個人情報保護のあ り方に関する 検討会 ) 



  資料Ⅰ   
    

「医療・介護関係事業者における 個人情報の適切な 取扱いのため 

の ガイドライン」意見募集の 結果概要 

平成 1 6 年 1 0 月 2 9 日から 1 1 月 3 0 日まで、 意見募集を行ったところ、 結 

果 概要は以下のとおりです。 

提出件数 : 3 7 通 ( 約 1 6 0 件 ) 

( 全体的な対応方針 ) 

い ただ い たご意見を踏まえ、 ガイドラインに 一定程度反映させる (d ] ) 参照 ) 

とともに、 事例の追加を 希望するものや 内容についてのご 質問など、 今回ガイド 

ラインの文面に 直接反映させていないご 意見についても、 ガイドラインの 適正な 

運用を図る中で 活かしてまいりたい ((2) (3) 参照 ) と 考えております。 

なお、 いただいたご 意見の内容も 含め、 法施行後の運用に 伴い生じる課題につ 

いては、 今後のガイドライン 見直しの際に 検討し、 必要に応じ適切に 反映してま 

いりたいと考えております。 

l(1) 記述の趣旨をより 明確化することを 望む意見 ( 約 2 割 ) 

( 意見の概要と 対応方針 ) 

趣旨をより明確にすることで、 事業者等が誤解なく 的確な取組を 進めることに 

つ たがる修正を 求めるご意見については、 可能な限りご 意見を反映させ、 広く一 

般の事業者及び 患者・国民の 皆様に理解いただきやすい 内容となるよ う 努めまし 

た 目 。 

また、 不適切な表現を 改めたり、 わかりにくい 表現をよりわかりやすくするべ 

きとのご意見は、 これを採り入れさせていただきました。 

く 意見の例① ノ 

・独立行政法人や 地方公共団体が 開設する病院には、 個人情報保護法ではな い 別の法律 

又は条例が適用されることを 明記しておくべき。 

く 意見の例② ノ 

・がん検診における 精度管理のための 検診実施機関及び 検診委託元への 精密検査結果及 

び手術結果の 提供は、 地域がん登録による 情報提供と同様に、 公衆衛生の向上のために 

特に必要であ り本人の同意を 得ることが困難であ る場合 ( 第 1 6 条・第 2 3 条関係 ) に 

当たることを 明記すべき。 
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く 意見の例③ ノ 

・プライバシーポリシー、 プライバシーステートメントといったカタカナ 語を説明なく 

用いることは 避けるべき。 

( 参考 ) ( 具体的な修正内容 ) 

例 ① ほ ついては、 1 の 3 「水指針の対象となる「医療・ 介護関係事業者」の 範囲」に 、 

ご意見の趣旨を 踏まえた文章を 害 き 加えました。 

例 ② ほ ついては、 第 1 6 条及び第 2 3 条の ( 例 ) に、 がん検診に関する 記述を善き 加 

えました。 

例 ③ ほ ついては、 「プライバシーポリシー 」等の用語を「個人情報保護に 関する考え方 

や 指針に関する 宣言」に修正しました。 

l (2) 個別事例をガイドラインに 記載することを 求める意同 ( 約 1 割 ) 

( 意見の概要と 対応方針 ) 

ご 自身の関係する 具体的な事例を 挙げて、 ガイドラインにより 多くの例を書き 

込むべきとのご 意見があ りました。 

記載の追加を 求められた事例の 適否についてはそれぞれ 一般的な見解を 示した 

ところですが、 具体的な法の 適用は、 個別具体の事案ごとに 判断されるものであ 

ること、 また、 ガイドライン 案にひくつか 記載している 事例は、 理解を助けるこ 

とを目的とする 参考 例 との位置づけであ り、 個別の状況ごとに 細かく記述するこ 

とには自ずと 限界もあ ることから、 ご意見に対応して 個別事例を追加記載するこ 

とはしておりません。 

く 意見の例 ノ 

・匿名化により 個人情報でなくなり、 法の規制を受けなくなるするための 匿名化の具体 

的な例を示すべきではないか。 

・業務委託の 例として検査のみが 記載されているが、 機器の保守・トレーニンバ 業務の 

委託なども例示すべきではないか。 

l (3) 個別事案の解釈を 求める意見・ 質間 ( 約 4 割弱 ) 

( 意見の概要と 対応方針 ) 

個別の状況に 応じ判断が異なる 事案について、 定性的・定量的な 判断や判断の 

具体的基準の 明示を求めるものや、 個別事案の適・ 不適についての 記述を求めた 

りするご意見やご 質問があ りました。 
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個別の事案についての 道 ・不適の判断は、 ガイドラインに 記載されている 事例 

も参考として、 最終的には、 個別具体の事案ごとに 判断することになりますので、 

ご意見に対応してガイドラインに 一律の判断基準を 示すことはしておりません。 

く 意見の例 ノ 

・「家族等」の 定義が 暖味 なので、 明確にするべきではないか。 

・説明や同意は 電話でもいいのか。 文書証拠を残すことは 必要か。 同意書の書式を 作成 

すべきではないか。 

  薬局で管理する 調剤録などの 書類は施錠可能なロッカーや 施錠管理できる 部屋で保管 

が 必須となるのか。 

l(4) 別途の法律制定や 個人情報保護法の 改正が必要となる 意見 ( 約 1 割 ) 

( 意見の概要と 対応方針 ) 

木 ガイドラインの 性格を超え、 法律を別途制定したり、 個人情報保護法を 改正 

しなければ対応できない 内容のご意見があ りました。 

このようなご 意見は、 ガイドラインでの 記述にそぐわないものですので、 その 

旨を回答し 、 ご 理解を求めることといたしました。 

く 意見の例 ノ 

・小規模事業者や 死者の情報について 法的拘束力のないガイドラインでなく 医療分野の 

個別法を制定すべきであ り、 このガイドラインでは 不十分であ る。 

・個人情報取扱件数が 3 万件以上とか、 病床が千床以上といった 一定規模以上の 医療機 

関 には、 外部監査を義務づけるべきではないか。 

・ガイドラインに 従った場合の 事業者の免責規定を 設けるべきであ る。 

l(5) その他、 上記 (1 ) ～ (4) に該当しない 意見・ 質間 ( 約 2 割強 ) 

( 意見の概要と 対応方針 ) 

(4) までに掲げたもののほか、 ガイドライン 案が前提としている 法令解釈と 

は異なる解釈に 基づく意見や、 行政への一般的な 要望を内容とするご 意見、 ガイ 

ドラインに関するご 質問などがあ りました。 

異なる解釈に 基づくご意見については、 その旨をご説明するとともに、 ご質問 

については、 一般的な問題として 可能な範囲で 回答いたしました。 
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く 意見の例① ( 異なる解釈に 基づく意見 ) ノ 

・診療録に医師の 個人情報でもあ る部分があ るとの解釈は 誤っている。 

・患者の同意取得の 手段として、 院内掲示に患者が 異議を示さない 場合には同意したと 

みなすやり方は 安易であ り、 不適切であ る。 

・開示の例外として「患者本人に 重大な心理的影響を 与えその後の 治療効果等に 悪影響 

を 及ぼす場合」とあ るのは 暖 味な条件であ り不当なので、 削除すべき。 

  医療機関については「業務の 適正な実施に 著しい支障を 及ぼすおそれがあ る場合」 ( 第 

2 5 条 第 1 項 第 2 号 ) という不開示理由の 適用の余地はない 旨をガイドラインに 明記す 

べき。 

く 意見の例② ( 質問 ) ノ 

・保有個人データの 定義で「 6 か月以内に消去するものを 除く」 とされているが、 開示 

請求を受けて 消去しても、 6 か 月以内に取得した 情報であ れは、 適正な処理となるのか。 

( 事務局 注 : こうした処理は 不適切です。 ) 
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